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【 公 報 種 別 】 特 許 法 第 １ ７ 条 の ２ の 規 定 に よ る 補 正 の 掲 載
【 部 門 区 分 】 第 ４ 部 門 第 １ 区 分
【 発 行 日 】 令 和 7 年 6 月 2 3 日 ( 2 0 2 5 . 6 . 2 3 )
　
【 国 際 公 開 番 号 】 W O 2 0 2 3 / 0 6 1 5 3 4
【 公 表 番 号 】 特 表 2 0 2 4 - 5 3 7 3 6 4 ( P 2 0 2 4 - 5 3 7 3 6 4 A )
【 公 表 日 】 令 和 6 年 1 0 月 1 0 日 ( 2 0 2 4 . 1 0 . 1 0 )
【 年 通 号 数 】 公 開 公 報 ( 特 許 ) 2 0 2 4 - 1 9 0
【 出 願 番 号 】 特 願 2 0 2 4 - 5 2 2 2 9 4 ( P 2 0 2 4 - 5 2 2 2 9 4 )
【 国 際 特 許 分 類 】
   Ｅ ０ ５ Ｂ 8 1 / 9 0 ( 2 0 1 4 . 0 1 )
   Ｅ ０ ５ Ｂ 7 9 / 0 8 ( 2 0 1 4 . 0 1 )
【 Ｆ Ｉ 】
　 Ｅ ０ ５ Ｂ 8 1 / 9 0 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｅ ０ ５ Ｂ 7 9 / 0 8 　 　 　 　 　 　 　
　
【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 7 年 6 月 1 3 日 ( 2 0 2 5 . 6 . 1 3 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 実 質 的 に 回 転 ラ ッ チ （ １ ） と 爪 部 （ ２ ） と か ら な る ロ ッ ク 機 構 （ １ ， ２ ） と 、 さ ら に 電  
動 駆 動 装 置 （ ３ ， ４ ， ５ ） と 、 少 な く と も 解 除 レ バ ー （ ７ ） お よ び 制 御 レ バ ー （ ９ ） を 有  
す る 作 動 レ バ ー 機 構 と を 備 え る 、 自 動 車 用 ロ ッ ク 、 特 に 、 自 動 車 ド ア 用 ロ ッ ク に お い て 、
　 前 記 駆 動 装 置 （ ３ ， ４ ， ５ ） は 、 前 記 ロ ッ ク 機 構 （ １ ， ２ ） を 開 放 す る 解 除 レ バ ー （ ７  
） お よ び 前 記 制 御 レ バ ー （ ９ ） の 両 方 に 動 作 す る こ と が 可 能 で あ り 、
　 前 記 ロ ッ ク 機 構 （ １ 、 ２ ） は 、 前 記 電 動 駆 動 装 置 （ ３ 、 ４ 、 ５ ） の 助 け を 借 り て 通 常 動  
作 中 に モ ー タ に よ っ て 開 放 さ れ 、 前 記 制 御 レ バ ー （ ９ ） は 、 こ の 動 作 中 に 連 続 的 に 「 ロ ッ  
ク さ れ た 」 位 置 に あ る が 、 手 動 で 作 動 可 能 な 動 作 レ バ ー （ １ １ ） の 助 け を 借 り て 前 記 ロ ッ  
ク 機 構 （ １ 、 ２ ） を 開 放 す る こ と は で き ず 、
　 前 記 制 御 レ バ ー （ ９ ） の 助 け を 借 り て 、 ク ラ ッ チ レ バ ー （ １ ２ ） を 、 前 記 制 御 レ バ ー （  
９ ） の 「 ロ ッ ク 解 除 」 状 態 に 対 応 す る 係 合 位 置 に 移 行 さ せ る こ と が で き 、 こ の 係 合 位 置 に  
お い て 、 前 記 解 除 レ バ ー （ ７ ） は 手 動 で 付 勢 さ れ 、 前 記 電 動 駆 動 装 置 （ ３ ， ４ ， ５ ） に 代  
え て 、 前 記 動 作 レ バ ー （ １ １ ） の 運 動 に よ り 前 記 ロ ッ ク 機 構 （ １ ， ２ ） が 開 放 さ れ 、
　 前 記 解 除 レ バ ー （ ７ ） と 協 働 す る 力 伝 達 要 素 （ １ ４ ） は 、 前 記 ロ ッ ク 機 構 （ １ ， ２ ） の  
緊 急 開 放 の た め に 設 け ら れ て お り 、 こ れ に よ り 、 前 記 電 動 駆 動 装 置 （ ３ ， ４ ， ５ ） に よ る  
前 記 ロ ッ ク 機 構 （ １ ， ２ ） へ の 回 転 運 動 が 、 設 計 に 応 じ て 並 進 ま た は 減 速 さ れ 、
　 最 後 に 、 前 記 力 伝 達 要 素 （ １ ４ ） は 、 レ バ ー 又 は レ バ ー ア ー ム と し て 設 計 さ れ 、 前 記 レ  
バ ー 又 は レ バ ー ア ー ム は 、 前 記 解 除 レ バ ー （ ７ ） に 接 続 さ れ 且 つ そ れ に 結 合 可 能 で あ る 、  
自 動 車 用 ロ ッ ク 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 制 御 レ バ ー （ ９ ） は 、 全 体 に 亘 っ て 「 ロ ッ ク さ れ た 」 位 置 に あ る こ と を 特 徴 と す る  
、 請 求 項 １ に 記 載 の 自 動 車 用 ロ ッ ク 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 制 御 レ バ ー （ ９ ） は 、 双 安 定 に 設 計 さ れ 、 「 ロ ッ ク 解 除 」 お よ び 「 緊 急 開 放 」 の 位  
置 を と り 、 必 要 に 応 じ て 「 ロ ッ ク さ れ る 」 こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ２ に 記 載 の 自 動 車 用  
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ロ ッ ク 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 力 伝 達 要 素 （ １ ４ ） は 、 前 記 制 御 レ バ ー （ ９ ） の 制 御 輪 郭 部 （ １ ０ ） に 食 い 込 ん で  
い る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ３ に 記 載 の 自 動 車 用 ロ ッ ク 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 力 伝 達 要 素 （ １ ４ ） は 、 バ ネ （ １ ５ ） を 装 備 し て い る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ４
に 記 載 の 自 動 車 用 ロ ッ ク 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 バ ネ （ １ ５ ） は 、 前 記 力 伝 達 要 素 （ １ ４ ） を 前 記 制 御 輪 郭 部 （ １ ０ ） の 停 止 縁 部 （  
１ ０ ａ ， １ ０ ｂ ） に 対 し て 展 開 状 態 に 保 持 す る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ５ に 記 載 の 自 動  
車 用 ロ ッ ク 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 バ ネ （ １ ５ ） は 、 前 記 停 止 縁 部 （ １ ０ ｂ ） お よ び 前 記 力 伝 達 要 素 （ １ ４ ） に そ れ ぞ  
れ 当 接 す る 脚 部 を 備 え た 螺 旋 バ ネ と し て 装 備 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ６ に 記 載 の  
自 動 車 用 ロ ッ ク 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 動 作 レ バ ー 機 構 の 構 成 部 品 と し て 、 手 動 動 作 可 能 な 動 作 レ バ ー （ １ １ ） が 設 け ら れ  
て い る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ７ に 記 載 の 自 動 車 用 ロ ッ ク 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 動 作 レ バ ー （ １ １ ） に は 、 前 記 制 御 レ バ ー （ ９ ） に よ っ て 付 勢 さ れ る ク ラ ッ チ レ バ  
ー （ １ ２ ） が 装 着 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ８ に 記 載 の 自 動 車 用 ロ ッ ク 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 電 動 駆 動 装 置 （ ３ ， ４ ， ５ ） は 、 従 動 プ ー リ （ ４ ） と 制 御 要 素 （ ５ ） と を 有 す る こ  
と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ ～ ９ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 自 動 車 用 ロ ッ ク 。
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